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被災マンションの建替事例調査の結果について 

 
○ 概要 
 
【建築後年数】 
○従前マンションの建築後年数は平均２６年。 

Cf:老朽マンションの建替え事例※では竣工までの建築後年数は平均３８年。 

※老朽マンションの建替え事例とは、第１回委員会の「マンション建替えの現状」で紹介したもので、

以下同じ。 

 

【利用容積率等の変化の状況】 
○建替え前後の平均利用容積率等の変化は約１．１倍であり、大きな変化はみられ

ない。 
 建替え前 建替え後 平均倍率 

平均利用容積率 約３００％ 約３０４％ 約１．１倍 

戸当たり平均専有面積 約６６㎡ 約６９㎡ 約１．１倍 

地区当たり平均住戸数 約７４戸 約８１戸 約１．１倍 

 

Cf:老朽マンションの建替え 

 建替え前 建替え後 平均倍率 

平均利用容積率 約８６％ 約２４９％ 約３．２倍 

戸当たり平均専有面積 約４７㎡ 約７６㎡ 約１．７倍 

地区当たり平均住戸数 約８４戸 約１４５戸 約１．９倍 

※数字はすべて単純平均。建替前後の倍率についても各地区の倍率を単純平均したもの。 
 
【建替え参加率】 
○建替え参加率は平均８４％、転出率は平均１７％（戸数ベース） 

 
【事業方式について】 
○デベロッパーが建築主となって再建建物を建設したものが７３％（うち全部譲渡

方式が全体の５８％と最も多い）。 
○区分所有者が自ら建築主となって再建建物を建設したものが１８％（その際の建

設資金は区分所有者全員が個々に借入れるものが大部分）。 
○区分所有者が設立した株式会社が建築主となって再建建物を建設した例もあり。 

 
【建替えに参加した区分所有者の金銭負担】 
○ 全額金銭負担が必要であったマンションは５９％ 
Cf:老朽マンションの建替え事例では、金銭負担なしで従前と同等以上の専有面積が取得

できたものが大部分８８％ 
○負担した金額は１５００万円以上２０００万円未満が最も多い。 

 
 

マンションの建替えの円滑化等に関する法律案

に関する参考資料 平成 14 年 5 月 から抜粋 

参考資料 ③ 
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【転出者の土地・建物の買取り】 
○売渡請求によらない任意の買取りが殆どであり、その主体はデベロッパーが最

も多い。 
○買取価格は、更地価格による算定が殆ど。 

 
【抵当権の処理】 
○ 全部譲渡方式が最も多く採用されたため次の抵当権処理が多く回答された（複

数回答）。 
・区分所有者が土地譲渡収入等自ら調達した資金により債務を弁済し抵当権を

抹消しているケース・・・５１％。 
・金融機関の了解を得て、債務を弁済しないまま一旦抵当権を抹消し、再建建

物を建設後、再設定するケース・・・４２％。 
 
【借家人への対応】 
○借家人は、地区外に転出するケースが最も多かった。・・・６０％ 
○調整の仕方としては、賃貸人と借家人の当事者間の話し合いによる解決に全て

を委ねたケースが殆ど。・・・９１％ 
 

【工事期間中の仮住居】 
○仮住居の確保の仕方としては、各人が独力で確保したケースが殆ど。・・・８０％ 
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○ 被災マンションの建替事例調査の結果について  

 

事例調査回答地区      74地区 

 ＜参考＞ 

建替方針決定地区   108地区 

建替え完了地区    104地区（３地区訴訟中、１地区工事中） 

 

建築後年数 

 

●建築後年数の平均は２６年。 

  

                             ＜参考＞ 

                              

 

 

 

 

 

 

   ※建築後年数：建替え前マンションの竣工年から建替え後マンション 

の竣工年までの年数 

    

利用容積率等の変化 

  

● 建替え前後の平均利用容積率、戸当たり平均専有面積、地区当たり平均住戸

数のそれぞれの平均倍率は約１．１倍 

   

＜被災マンション建替えの容積率等の変化＞ 

 建替え前 建替え後 平均倍率 

平均利用容積率 約３００％ 約３０４％ 約１．１倍

戸当たり平均専有面積 約６６㎡ 約６９㎡ 約１．１倍

地区当たり平均住戸数 約７４戸 約８１戸 約１．１倍

（参考:老朽マンションの建替えの容積率等の変化） 

 建替え前 建替え後 平均倍率 

平均利用容積率 約８６％ 約２４９％ 約３．２倍

戸当たり平均専有面積 約４７㎡ 約７６㎡ 約１．７倍

地区当たり平均住戸数 約８４戸 約１４５戸 約１．９倍

※数字はすべて単純平均。建替前後の倍率についても各地区の倍率を単純平均したもの。 
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 - 4 -

建替え参加率等 

 

●最終建替え参加率の平均は８４％、転出率の平均は１７％ 

●従前区分所有者以外の者への分譲戸数の平均は約２０戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均除却戸数 

（Ａ） 

平 均参加戸数

（Ｂ） 

参加率の平均 
（Ａ／Ｂの単純
平均） 

平均転出戸数 
（Ｃ） 

転出率の平均 
（Ｃ/Ａの単純
平均） 

約７４戸 約６２戸 約８４％ 約１３戸 約１７％ 

 

建替えに要した期間 

 

●総会等での建替えの発意から法に基づく決議又は全員同意までの期間の平均

は約９ヶ月 

●総会等での建替えの発意から着工までの期間の平均は約１年６ヶ月 

●総会等での建替えの発意から竣工までの期間の平均は約２年１０ヶ月 

 

 総会等での建替えの発意             

 

    約９ヶ月 

 

 法に基づく決議又は全員同意      約１年６ヶ月 

 

    約９ヶ月 

 

 着工                     約２年 10 ヶ月 

 

     約１年４ヶ月  

 

 竣工                      

 

＜参考＞老朽化マンションの正式発意から建替え完成までの期間の平均：約７年 

約62戸
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約74戸

平均再建戸数
約81戸
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決議 

 

●被災マンション法による再建決議は５４．７％。賛成率９５％以上が過半。 

●区分所有法による建替え決議は３５．９％。賛成率９５％以上が約４０％。 

●被災マンション法による再建決議による建替えの方が賛成率が高い。 

   

＜決議方法について＞ 

 合  計 

区分所有法による建替え決議による建替え 23 35.9%

被災マンション法による再建決議による建替え 
35 54.7%

区分所有法に基づく決議の客観的要件を満たさ

ないと思われたため手続きをとらなかった。 
1 1.6%

上記によらな

い全員同意の

場合 区分所有法に基づく決議の客観的要件を満たす

とは思われたが､円滑な事業実施を期するため、

全員の同意を得て実施することとしていたので､

あえて手続きをとる必要がなかった。 

5 7.8%

 計 64 100.0%

                                    不明 10 地区 

 

＜賛成率＞ 

区分所有法による建替え決議 被災マンション法による再建決議
賛成率 

地区数 割合 地区数 割合 

80％以上～85％未満 2 8.7% 1 3.2%

85％以上～90％未満 8 34.8% 1 3.2%

90％以上～95％未満 4 17.4% 8 25.8%

95％以上～100％未満 4 17.4% 12 38.7%

100％以上 5 21.7% 9 29.0%

合計 23 100.0% 31 100.0%

不明 － － 4 － 

※賛成率は区分所有者ベース
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事業方式等 

 

（１）事業方式 

 

●デベロッパーが建築主となって再建建物を建設した地区は５３地区 

（７２．６％）。うち、いわゆる全部譲渡方式は４２地区（５７．５％） 

●区分所有者が自ら建築主となって再建建物を建設した地区は１３地区 

（１７．８％） 

●デベロッパーが事業に関与したマンションは５５地区（７５．３％） 

●区分所有者が設立した株式会社が建築主となって再建建物を建設した地区も

３地区 

 

 

  ＜事業方式について＞ 

 29 

戸以下 

30～49

戸以下

50～99

戸以下

100 

戸以上 

合 計 

いわゆる全部譲渡方式  3 10 17 12 42 57.5%

いわゆる一部譲渡方式 1 2 3 4.1%

土地の譲渡を行わない場合 3 5  8 11.0%

デベロッ

パーが建

築主とな

って再建

建物を建

設 
小計 3 14 22 14 53 72.6%

デベロッパーの協力なし 
5 3 3 1 12 16.4%

デベロッパーが工事発注、

資金借入れ等の事務を代行
1  1 1.4%

区分所有

者が自ら

建築主と

なって再

建建物を

建設 
小計 

5 3 4 1 13 17.8%

デベロッパーの協力なし 

2 1 3 4.1%

デベロッパーが工事発注、

資金借入れ等の事務を代行  0 0%

区分所有

者が設立

した株式

会社が建

築主とな

って再建

建物を建

設 

小計 

2 1 3 4.1%

区分所有者とデベロッパーが共同で建

築主となって再建建物を建設 
1  1 1.4%

その他 1 1 1  3 4.1%

計 
11 19 27 16 73 100.0%

                                                                                        不明：１地区 
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（２）区分所有者が自ら建築主になって再建建物を建設する場合における工事

請負契約と建設資金調達 

 

●工事請負契約は、区分所有者全員の名義によるものが５０．０％、区分所有

者の代表者の名義によるものが４１．７％。 

●建設資金調達は、「区分所有者全員が個々に借入れ」が９０．９％。 

 

＜工事請負契約について＞ 

 地区数 割合 

区分所有者全員の名義で個々に建設会社と請負契

約を締結 
6 50.0%

区分所有者の代表者の名義で建設会社と請負契約

を締結 
5 41.7%

その他 1 8.3%

計 12 100.0%

                             不明：１地区 

 

 

＜建設資金調達について＞ 

 地区数 割合 

区分所有者全員が個々に借入れ 10 90.9%

その他 1 9.1%

合 計 11 100.0%

不明：２地区 
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再建建物の取得に係る金銭負担 

 

●金銭負担なしで従前と同等以上の専有面積が取得できたのはわずか１地区

（１．９％）であり、過半は全額金銭負担が必要であった。（５８．５％） 

●区分所有者一人当りの金銭負担は１５００万円以上２０００万円未満が最も

多い（４８．５％） 

   

   ＜金銭負担なしで取得できた専有面積について＞ 

金銭負担なしで取得できた専有床面積の従前専有床

面積に対する割合 

地区数 割合 

０ 31 58.5%

０％超２５％未満 1 1.9%

２５％以上５０％未満 11 20.8%

５０％以上７５％未満 6 11.3%

７５％以上１００未満 3 5.7%

１００％以上 1 1.9%

合計 53 100.0%

                                  不明：２１地区 

 

＜区分所有者一人当たりの金銭負担額について＞ 

  地区数 割合 

金銭負担なし 1 1.5%

５００万円未満 0 0.0%

５００万円以上１０００万円未満 4 6.1%

１０００万円以上１５００万円未満 20 30.3%

１５００万円以上２０００万円未満 32 48.5%

２０００万円以上２５００万円未満 5 7.6%

２５００万円以上３０００万円未満 2 3.0%

３０００万円以上 2 3.0%

合計 66 100.0%

不明：８地区 

 

＜参考＞老朽マンションの事例 

・老朽マンションの建替え事例では、金銭負担なしで従前と同等以上の専有面積が取得できる

ものが大部分。（８８％） 

 ・全額金銭負担となった事例 

  事例１ 約２０００万円（東京） 

  事例２ 約１５００万円（名古屋）  
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建替えの検討費用 

 

●管理費、修繕積立金からの充当が総じて多い。 

●法に基づく決議等の後はデベロッパーが立替えているケースも多い。 

●建替え方針決定以前については、通常の管理費からの充当が最も多い。 

＜建替えの検討費用の手当てについて＞                     （複数回答） 

 総会等での建替え
方針決定以前 
 

総会等での建替え
方針決定後、かつ、
法に基づく決議又
は全員同意日以前

法に基づく決議又
は全員同意日以後
 

通常の管理費から充当 27 22 15

修繕積立金から充当 23 26 22

別途費用を徴収 4 10 12

デベロッパーが立替え  6  8 24

公共団体等のコンサルタ

ント派遣制度を利用 11 13 12

その他 21 20 15

 

 

転出者の土地・建物の買取り 

 

●買受指定者を指定した地区が７８．７％で、その大部分はデベロッパーを指

定している。 

●実際に区分所有法等による売渡請求を実施したのは１７．０％にとどまって

いる。 

●売渡請求によらない任意の買取の場合の買取主体はデベロッパーが 

８１．５％ 

●買取価格は、更地価格による算定が最も多い。 

（転出者からの買取り８３．１％、全部譲渡・一部譲渡の際の買取り８７．０％）

（注）被災マンション建替えでは公費により解体除却が行われた点に留意が必要 

 

＜法に基づく買受指定者について＞ 

 地区数 割合 

デベロッパー 33 70.2%

区分所有者（代表者等） 2 4.3%

区分所有者たちが設立した株式会社 1 2.1%

買受指定者

あり 

その他 1 2.1%

小計 37 78.7%

買受指定者なし 10 21.3%

計 47 100.0%

不明：11 地区 
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＜法に基づく売渡請求について＞ 

 地区数 割合 

買受指定者が売渡しを

請求 
6 12.8% 

買受指定者以外の区分

所有者（代表者等）が売

渡しを請求 

2 4.3% 

売渡請求を

実施した 

小計 8 17.0% 

売渡請求は実施しなかった 39 83.0% 

計 47 100.0% 

                        不明：11 地区 

 

＜買取主体について＞ 

 地区数 割合 

デベロッパー 40 83.3% 

区分所有者（代表者等） 2 4.2% 

区分所有者たちが設立した株式会社 1 2.1% 

その他 5 10.4% 

計 48 100.0% 

（注）法に基づく売渡請求によらない買取りの場合の買取り主体について 

のみ集計  

  

＜土地・建物の買取り価額について＞ 

 更地価額

から従前

建物の除

却費用を

控除した

額 

更地価額 

更地価額に

加え、従前

建物につい

ても価値が

あるものと

して評価 

その他 合計 不明

転出者の土地・

建物の買取り価

額について 
1 1.5% 54 83.1% 3 4.6% 7 10.8% 65 100.0% 5

いわゆる全部譲

渡方式あるいは

一部譲渡方式の

場合の土地・建

物の買取り価額

について 

1 2.2% 40 87.0% 2 4.3% 3 6.5% 46 100.0% 14
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抵当権の処理 

 

●複数回答の結果、抵当権の処理については次の回答が上位に挙げられた。 

 ・区分所有者が、デベロッパーへの土地譲渡代金収入等自ら調達した資金に

より債務を弁済し、抵当権を抹消（５１．４％） 

・金融機関の了解を得て、債務を弁済しないまま一旦抵当権を抹消し、再建

建物を建設（債務者である区分所有者が再建建物を取得する時に再設定）

 （４１．９％） 

・区分所有者が、他の担保を提供し、抵当権を抹消（２１．６％） 

・土地に既存抵当権が設定されたまま再建建物を建設（債務者である区分所

有者が再建建物を取得する時に再設定）（２０．３％） 

 

 

＜抵当権処理の方法＞                        （複数回答） 

 

 

 

 地区数 割合 

（母数 74 地区）

区分所有者が、デベロッパーへの土地譲渡代金

収入等自ら調達した資金により債務を弁済し、

抵当権を抹消 

38 51.4%

デベロッパーの立替えにより債務を弁済し､抵

当権を抹消 
6 8.1%

区分所有者たちが資金を拠出して基金を設け、

当該基金の借入により債務を弁済し、抵当権を

抹消 

6 8.1%

債 務 の 弁

済 に より

抵当権を 

抹 消 し た

ケース 

その他 6 8.1%

金融機関の了解を得て、債務を弁済しないまま

一旦抵当権を抹消し、再建建物を建設（債務者

である区分所有者が再建建物を取得する時に

再設定） 

31 41.9%

土地に既存抵当権が設定されたまま再建建物

を建設（債務者である区分所有者が再建建物を

取得する時に再設定） 

15 20.3%

区分所有者が、他の担保を提供し、抵当権を抹

消 
16 21.6%

債 務 の 弁

済 を 伴わ

ないケー

ス 

 

その他 6 8.1%
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借家人への対応等について 

 

●地区外に転出するケースが最も多かった。（５９．５％）。 

●再建建物中の相当住戸を引き続き賃借した例が９．５％。 

●賃貸人と借家人の当事者間の話し合いによる解決に委ね､デベロッパー､コン

サルタント、役員等は一切関与しなかったものが９０．９％。 

 

＜建替え後の借家人の住宅選択について＞            （複数回答） 

 地区数 
割合 

（母数 74 地区） 

再建建物中の相当住戸を引き続き賃借 7 9.5%

地区外に転出 44 59.5%

再建建物中の住戸を取得 4 5.4%

 

 

＜借家人対応の仕方について＞  

 地区数 割合 

賃貸人と借家人の当事者間の話し合い

による解決に委ね､デベロッパー､コン

サルタント、役員等は一切関与しなかっ

た。 

50 90.9%

当事者間の話し合いにより解決するこ

とを基本とはしたが、話し合いがつかな

い場合には､デベロッパー､コンサルタ

ント、役員等が間に入って調整した。

5 9.1%

統一的な対応ルールをつくるなどして、

デベロッパー､コンサルタント、役員等

が積極的に間に入って調整した。 

0 0.0%

合計 55 100.0%

不明：19 地区 
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工事期間中の仮住居 

 

●仮住居の確保の仕方については、各人が独力で確保することとし､デベロッパ

ー､コンサルタント､役員等は一切協力しなかったものが、７９．５％。 

●独力では困難な場合にデベロッパー等が協力したものが１９．２％。 

●特別の措置としては、公共賃貸住宅へのあっせんが数件みられる。 

 

＜仮住居の確保の仕方について＞ 

   地区数 割合 

各人が独力で確保することとし､デベロッパー､

コンサルタント､役員等は一切協力しなかった 
58 79.5% 

各人が独力で確保することを基本としたが､困難

な場合には､デベロッパー､コンサルタント､役員

等が協力した。 

14 19.2% 

不動産仲介業者等に仮住居の確保を一括して依

頼するなど、デベロッパー､コンサルタント､役員

等が積極的に協力した。 

1 1.4% 

合 計 73 100.0% 

                                 不明：１地区 

 

＜仮住居の確保に関して講じた特別の措置について＞ 

 地区数 割合 

デベロッパーによる民間賃貸住宅の借り上げ 
0 0.0% 

デベロッパーによる家賃の補填（全体の事業採算の

中で後日回収） 
0 0.0% 

デベロッパーによる家賃の立て替え（当人から後日

回収） 
0 0.0% 

行政等の支援を得ての公共賃貸住宅のあっせん 
9 31.0% 

その他 
20 69.0% 

合 計 29 100.0% 
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高齢の区分所有者に対して講じられた特別の措置 

 

● 特別の措置としては、公共賃貸住宅へのあっせん。 

 

＜高齢の区分所有者に対して講じられた特別の措置＞  

 
地区数 

割合 

（母数 74 地区）

 死亡時一括償還融資等の特別な融資 1 1.4%

 民間賃貸住宅のあっせん 1 1.4%

 行政等の支援を得ての公共賃貸住宅のあっせん 3 4.1%

 その他 18 24.3%

   （注）神戸市の死亡時一括償還融資については、神戸市において３地区４件の利用が確

認されている。 

 

 

利用した補助制度等について 

 

●被災マンションの公費解体除却制度及び優良建築等整備事業がほとんどの地

区で活用されている。 

●コンサルタント派遣制度の活用も約半数 

 

＜利用した補助制度について＞                   （複数回答） 

  地区数 
割合 

（母数 74 地区）

 優良建築等整備事業 71 95.9%

 住宅市街地整備総合支援事業 2 2.7%

 被災マンションの公費解体除却制度 69 93.2%

 公共団体等のコンサルタント派遣制度 37 50.0%

 その他 35 47.3%

 

（マンション建替え円滑化方策検討委員会資料） 
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被災マンションの建替えにおいて講じられた既存不適格

対応 
 
（１）総合設計制度の弾力的運用 
 

市街地の環境の整備改善に寄与する公開空地等を設けた建築物に対し、

特定行政庁の許可により容積率規制等の緩和を行う総合設計制度につい

て、神戸市等において以下のような弾力的運用が行われた｡ 
 
 
[被災した既存不適格建築物の再建に対する総合設計制度の特例（神戸市の例）] 

 従来の市街地住宅型 中高層住宅復興型 
①敷地規模要件の緩和 
低層住居専用地域 
他の住居系の用途地域  

商業系の用途地域 
工業系の用途地域    

 
適用しない

１，０００㎡

５００㎡

２，０００㎡

１，０００㎡

５００㎡

５００㎡

５００㎡

②前面道路幅員要件の緩和 
住居系の用途地域 
その他の用途地域 

６ｍ

８ｍ

６ｍ

６ｍ

③容積率の割増係数の引上げ 一般型の割増係数

の１.５倍 
一般型の割増係数の

５倍 
④容積率の割増の限度 
 

通常の容積率の限

度の１ .７５倍又は
プラス３００％のい

ずれか小さい方 

震災前の延べ面積 

 
 
［被災マンション再建に対する総合設計制度の適用実績］ 
建替え決定済みの被災マンション      １０８地区 
うち総合設計許可済みのもの        ５１地区（４７％）     
タイプ別内訳     震災復興型    ４６地区（４３％）  

                  従来型     ５地区（ ５％） 
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（２）日影規制にかかる特例許可制度の弾力的運用 
 

周囲の居住環境を害するおそれのない建築物に対し、特定行政庁の許

可により日影規制を緩和する特例制度について、従前の日影の状況等を

踏まえ、従前よりも市街地の環境が改善される場合には、積極的な運用

が行われた｡ 
 
［被災マンション再建に対する日影規制特例許可制度の適用状況］   
建替え決定済みの被災マンション   １０８地区 
うち日影規制特例許可済み      ２１地区（１９％） 

 


